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火薬類消費計画書 

 

注意事項 

１ 消費場所を把握している保安責任者等が記入していること。 

２ 消費数量は、岩質、工法等によりあらかじめ必要数量が算出され記入されていること。なお、端

数を切り上げることは認めない。 

３ 作業の内容は、周囲の状況及び工事内容によって適正な発破計画を立て、記入していること。 

４ 火工所※1に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。 

５ 火薬類取扱所※2を存置する場合の注意事項は、次による。 

⑴ 消費場所において、1 日の火薬類消費見込量が火薬類又は爆薬で 25 ㎏を超え、工業雷管、電

気雷管又は導火管付き雷管で 250 個を超え、導火線で 500ｍを超え、制御発破用コードで 100

ｍを超える場合は、火薬類取扱所を設けなければならない。 

⑵ 火薬類取扱所の構造※3 により、取扱所に火薬類を存置する場合、見張人の常時配置の義務が

生じるので、火薬類取扱所構造図を参考に構造を確認すること。 
 

※1 火工所～消費場所において、薬包に工業用雷管、電気雷管若しくは導火線付き雷管を取り付け、 

又はこれらを取り付けた薬包を取扱う場所。 

※2 火薬類取扱所～消費場所において、火薬類の管理及び発破の準備（薬包に工業用雷管、電気雷 

管若しくは導火線付き雷管を取り付けた薬包を取扱う作業を除く。）をする場所。 

※3 火薬類取扱所が、厚さ 10㎝以上の鉄筋コンクリート造り厚さ 12㎝以上のコンクリートブロッ 

ク造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造（規則第 26 条第 1項第 1 号参考）で、 

入口の扉が外面に厚さ 2㎜以上の鉄板を張ったもので、かつ、錠（なんきん錠及びえび錠を除く。）

がある場合は、見張人の常時配置をしなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 

① 

② 

③

② 

⑥

② 

⑦ 

⑧

② 
⑨ 
⑩ 

①×②＝③になる。 

例）500,000×0.024＝12,000 

プラント等は含めず、実際に

は発破を行う場所の容量を

記入する。 

⑤ 

④ 

①×④＝⑤になる。 

例）500,000×0.0024＝1,200 
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⑩は、⑦×⑧、もしくは⑦×

⑨の値以下になる。 

例）12×10＝120≧⑩ 

火薬類取扱所の最大火薬類

在置量を記載すること。⑪

は、⑥×⑩の値以下になる。 

例）3×120＝360≧⑪ 

1 ヶ月 25kg 以上消費する場

合は、保安責任者の選任が必

要となる。 

1 日に 25kg 超えて消費する

場合は、火薬類取扱所の設置

が必要となる。 

① 

② 

③

② 

⑥

② 

⑦ 

⑧

② 
⑨

② 
⑩ 

⑪

② 

⑫ 

消費場所が、他法令の制限を

受けていないか添付書類「他

法令の許認可証の写し」によ

り確認する。 

例）宅地造成等規制法、森林

法、採石法 

火薬類取扱所の最大火薬類

在置量を記載すること。⑫は

⑥×⑧の値以下になる。 

例）3×10＝30≧⑫ 

記入例 

⑤ 

④ 



３ 火薬類譲受消費許可申請 

17 

 

消費の作業に従事する者の名簿 

 

注意事項 

１ 名簿に記載される者は、申請者及び申請者と雇用関係にあるもの（出向または臨時雇用等の手続

きを経て雇用関係が生じている者※）で、原則として取扱保安責任者、取扱所責任者、火工所責任

者及び発破場所責任者は、他の消費場所で選任されていない者であること。 

２ 取扱保安責任者を選任する場合、併せて火薬類取扱保安責任者等選任届が必要である。 

３ 火薬類の運搬、見張り等の補助作業従事者についても、すべて記入していること。 

４ 取扱保安責任者以外の者は、火薬類取扱保安責任者等選任届が不要であるため、当該名簿に

より保安教育状況を確認すること。 

※取扱保安責任者（正）として選任できるのは、自社の社員のみである。取扱保安責任者（正） 

が、他の会社から出向することは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出向者は、出向前の会社名

を記入する。 

・出向者の場合、火薬類取扱

保安責任者等選任届に出向

証明書の添付が必要であ

る。 

「出向証明書（40P）」参考 

 

火薬類取扱所を設ける場合

は、責任者を記入する。 

・火薬又は爆薬を1ヶ月25kg

以上消費する場合は、取扱保

安責任者を記入し、併せて火

薬類取扱保安責任者等選任

届が必要である。 

・火薬類取扱保安責任者等

選任届の内容と齟齬がない

よう記入する。 

「9 保安責任者等及び代理

者の選解任届（38～41P）」

参考 

火薬類の運搬、見張り等の補

助作業者もすべて記入する。 

記入例 



３ 火薬類譲受消費許可申請 

18 

 

危険予防の方法 

 

注意事項 

１ 実態に応じた危険予防の方法が、具体的かつ詳細に記入されていること。 

２ 危険予防の方法は、消費許可の核心をなすもので、変更する場合は、許可の取り直しが必要にな 

る。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。 

３ 発破のために一時的に道路（国道、県道等）の交通遮断を行う場合、道路管理者及び所轄の警察

等と交通安全確保について申し合わせているか確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例の項目にとらわれる

ことなく、この他にも予防措

置があれば記入する。 

保安物件が、消費場所から

50ｍ以内にある場合、その物

件に対する保安措置につい

て記入する。 

申請図面と齟齬がないよう

記入する。 

記入例 
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発破の際に、道路（国道、県

道等）の通行止めを行う場合

は、およその通行止め台数を

記入する。 

消費場所付近に保安物件が

ある場合、発破による振動、

騒音等の対策を記入する。 

「火薬類譲受・消費許可申請

書」及び「火薬類消費計画書

（15、16P）」の内容と齟齬

のないよう記入する。 

・発破の回数と時間を、付近 

住民と事前協議を行った場 

合は、その結果によるものを 

記入する。 

・定期バスが走る道路、鉄道 

が付近にある場合はその通 

過時間を避けて設定する。 

・「火薬類譲受・消費許可申

請書（11、12P）」の消費日

時と齟齬がないよう記入す

る。 

記入例 


